
所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地（表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律（令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。）であり、同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので、お知らせします。

また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間、当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し、又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む。）

をいう。）について、下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ

ます。

令和４年５月２０日

松山地方法務局

登記官 松 浦 俊 文

記

意見又は資料の提出先

〒７９０－８５０５

松山市宮田町１８８番地６

松山地方法務局不動産登記部門

表題部所有者不明土地解消作業係

電話番号 ０８９－９３２－０８８８



別紙

地目 地積
5000 － 2022 － 0001 伊予市宮下字樋替ノ木 １１８ 雑種地 ４００
5000 － 2022 － 0002 伊予市宮下字樋替ノ木 １４５－１ 雑種地 １１２７
5000 － 2022 － 0003 伊予市宮下字門松 １４６ 宅地 ５４３・２０
5000 － 2022 － 0004 伊予市宮下字川裾 １９３ 雑種地 ４９１
5000 － 2022 － 0005 伊予市宮下字拂川 ２９６ 畑 ７７
5000 － 2022 － 0006 伊予市宮下字高殿 ４１６ 溜池 ２００５
5000 － 2022 － 0007 伊予市宮下字風呂ヶ谷 ９９７－１ 溜池 １９８２
5000 － 2022 － 0008 伊予市宮下字風呂ヶ谷 ９９７－２ ため池 ３９
5000 － 2022 － 0009 伊予市宮下字風呂ヶ谷 ９９７－３ ため池 ６５
5000 － 2022 － 0010 伊予市宮下字西ノ原 １０９０ 墓地 １７９
5000 － 2022 － 0011 伊予市宮下字竹ノ端 １３０３－１ 溜池 ４７１７
5000 － 2022 － 0012 伊予市宮下字登内 １４４４－１ 雑種地 ７８
5000 － 2022 － 0013 伊予市宮下字惣津池 １５２３ 溜池 ４００２
5000 － 2022 － 0014 伊予市宮下字小山田 １５６８－１ 溜池 ８０２０
5000 － 2022 － 0015 伊予市宮下字小山田 １５８２－１ 墓地 ４９
5000 － 2022 － 0016 伊予市宮下字小山田 １５８２－２ 墓地 ３１
5000 － 2022 － 0017 伊予市宮下字西谷 １８８１－１ 溜池 ６６２５
5000 － 2022 － 0018 伊予市宮下字大柿 １９３２－１ 溜池 ３２１４
5000 － 2022 － 0019 伊予市宮下字北谷 ２００５－１ 溜池 ６７０４
5000 － 2022 － 0020 伊予市宮下字北谷 ２００５－２ 堤 ２２６
5000 － 2022 － 0021 伊予市宮下字雨ヶ森 ２０１６ 墓地 ３４
5000 － 2022 － 0022 伊予市宮下字雨ヶ森 ２０２０ 畑 ２２３
5000 － 2022 － 0023 伊予市宮下字猪ノ窪 ２０３６ 畑 ４４４
5000 － 2022 － 0024 伊予市宮下字中ウネ ２０８０ 山林 １３８３
5000 － 2022 － 0025 伊予市宮下字中ウネ ２１５８ 畑 １７８０
5000 － 2022 － 0026 伊予市宮下字中ウネ ２１７４ 畑 ４７３
5000 － 2022 － 0027 伊予市宮下字一ノウネ ２２２６ 山林 ５２２
5000 － 2022 － 0028 伊予市宮下字一ノウネ ２２３６ 山林 ４５０

手続番号 表題部所有者不明土地に係る所在事項



所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地（表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律（令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。）であり、同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので、お知らせします。

また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間、当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し、又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む。）

をいう。）について、下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ

ます。

令和４年５月２０日

松山地方法務局大洲支局

登記官 松 浦 俊 文

記

意見又は資料の提出先

〒７９０－８５０５

松山市宮田町１８８番地６

松山地方法務局不動産登記部門

表題部所有者不明土地解消作業係

電話番号 ０８９－９３２－０８８８



別紙

地目 地積
5001 － 2022 － 0001 西予市三瓶町下泊字ナカノウラ ７０９－１ 山林 １８４６
5001 － 2022 － 0002 西予市三瓶町下泊字ナカノウラ ７０９－２ 雑種地 ７７
5001 － 2022 － 0003 西予市三瓶町下泊字ニシノカワ ８２９ 山林 １０４４
5001 － 2022 － 0004 西予市三瓶町下泊字ニシノカワ ８３０ 山林 １５５８
5001 － 2022 － 0005 西予市三瓶町下泊字ニシノカワ ８３１ 山林 ２０４２
5001 － 2022 － 0006 西予市三瓶町下泊字サルハヤシ １３１８－１ 山林 １７３１
5001 － 2022 － 0007 西予市三瓶町下泊字サルハヤシ １３１８－２ 山林 ２６３３
5001 － 2022 － 0008 西予市三瓶町下泊字サルハヤシ １３１８－３ 山林 ５５０
5001 － 2022 － 0009 西予市三瓶町下泊字サルハヤシ １３１８－４ 山林 ５７４
5001 － 2022 － 0010 西予市三瓶町下泊字カケハヘ １８１７ 宅地 ２５９・３２
5001 － 2022 － 0011 西予市三瓶町下泊字アラタ ２５６６ 山林 ５６６０

手続番号 表題部所有者不明土地に係る所在事項



所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地（表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律（令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。）であり、同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので、お知らせします。

また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間、当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し、又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む。）

をいう。）について、下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ

ます。

令和４年５月２０日

松山地方法務局西条支局

登記官 松 浦 俊 文

記

意見又は資料の提出先

〒７９０－８５０５

松山市宮田町１８８番地６

松山地方法務局不動産登記部門

表題部所有者不明土地解消作業係

電話番号 ０８９－９３２－０８８８



別紙
地目 地積

5003 － 2022 － 0001 西条市丹原町明河 ３号１ 山林 ３７８
5003 － 2022 － 0002 西条市丹原町明河 ３号６１ 山林 １９５４
5003 － 2022 － 0003 西条市丹原町明河 ３号７１ 山林 ５４７５
5003 － 2022 － 0004 西条市丹原町明河 ３号８０ 山林 ２３９
5003 － 2022 － 0005 西条市丹原町明河 ３号８４ 山林 ９４
5003 － 2022 － 0006 西条市丹原町明河 ３号８５ 山林 １０３８
5003 － 2022 － 0007 西条市丹原町明河 ３号３１７ 山林 ９１２
5003 － 2022 － 0008 西条市丹原町明河 ４号７３ 山林 ２７６７
5003 － 2022 － 0009 西条市丹原町明河 ４号１０４－１ 山林 １９５２
5003 － 2022 － 0010 西条市丹原町明河 ４号１０４－２ 山林 ２３５４
5003 － 2022 － 0011 西条市丹原町明河 ４号３７５－２ 山林 １９４
5003 － 2022 － 0012 西条市丹原町明河 ４号３７５－９６ 山林 ３２
5003 － 2022 － 0013 西条市丹原町明河 ５号１３１ 山林 ２４２１
5003 － 2022 － 0014 西条市丹原町明河 ５号１９７ 山林 ３２１７
5003 － 2022 － 0015 西条市丹原町明河 ８号１ 山林 ３５１４
5003 － 2022 － 0016 西条市丹原町明河 ８号２２６ 山林 ９９６
5003 － 2022 － 0017 西条市丹原町明河 乙１１８－１ 畑 ２４
5003 － 2022 － 0018 西条市丹原町明河 乙１３６ 畑 ２１
5003 － 2022 － 0019 西条市丹原町明河 乙１５４ 畑 １１８
5003 － 2022 － 0020 西条市丹原町明河 乙３３５ 墓地 ８１
5003 － 2022 － 0021 西条市丹原町明河 乙３４３ 墓地 ３３
5003 － 2022 － 0022 西条市丹原町明河 乙３５０－１ 墓地 ５１８
5003 － 2022 － 0023 西条市丹原町明河 乙３５０－２ 墓地 １８０
5003 － 2022 － 0024 西条市丹原町明河 乙３５１ 墓地 ７７１
5003 － 2022 － 0025 西条市丹原町明河 乙４７０ 墓地 ４・０２
5003 － 2022 － 0026 西条市丹原町明河 乙４９０ 墓地 ３１
5003 － 2022 － 0027 西条市丹原町明河 乙５９７ 墓地 ３７
5003 － 2022 － 0028 西条市丹原町明河 乙６２３ 墓地 １２７
5003 － 2022 － 0029 西条市丹原町明河 乙６４１ 墓地 ７９
5003 － 2022 － 0030 西条市丹原町明河 乙１０１１ 墓地 ４６
5003 － 2022 － 0031 西条市丹原町明河 乙１１１３ 墓地 ２２
5003 － 2022 － 0032 西条市丹原町明河 乙１１４９ 墓地 ３６
5003 － 2022 － 0033 西条市丹原町明河 乙１１６１ 墓地 ３９
5003 － 2022 － 0034 西条市丹原町明河 乙１１６３ 山林 ３３
5003 － 2022 － 0035 西条市丹原町明河 乙１２４１ 墓地 ５６
5003 － 2022 － 0036 西条市丹原町明河 乙１２４７ 墓地 ３０
5003 － 2022 － 0037 西条市丹原町明河 乙１７０９ 墓地 ２４
5003 － 2022 － 0038 西条市丹原町明河 乙１７１１ 墓地 ２２８
5003 － 2022 － 0039 西条市丹原町明河 乙１７１２ 墓地 ２８
5003 － 2022 － 0040 西条市丹原町明河 丙２４９ 山林 ７６４
5003 － 2022 － 0041 西条市丹原町明河 丙３０５ 宅地 ３２６・１８
5003 － 2022 － 0042 西条市丹原町明河 丙４５８－１ 山林 ２３８７
5003 － 2022 － 0043 西条市丹原町明河 丙４５８－２ 山林 ６７６

手続番号 表題部所有者不明土地に係る所在事項



所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地（表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律（令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。）であり、同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので、お知らせします。

また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間、当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し、又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む。）

をいう。）について、下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ

ます。

令和４年５月２０日

松山地方法務局今治支局

登記官 松 浦 俊 文

記

意見又は資料の提出先

〒７９０－８５０５

松山市宮田町１８８番地６

松山地方法務局不動産登記部門

表題部所有者不明土地解消作業係

電話番号 ０８９－９３２－０８８８



別紙

地目 地積
5004 － 2022 － 0001 今治市上浦町盛 ３６５ 畑 ４２５
5004 － 2022 － 0002 今治市上浦町盛 ２３１６ 宅地 １６４・４０
5004 － 2022 － 0003 今治市上浦町盛 ２２２５ 用悪水路 １３０９
5004 － 2022 － 0004 今治市上浦町盛 ２２３５ 用悪水路 ９３２
5004 － 2022 － 0005 今治市上浦町盛 ３３３８ 用悪水路 ２４７
5004 － 2022 － 0006 今治市上浦町盛 乙６５ 山林 ４９５
5004 － 2022 － 0007 今治市上浦町盛 乙１９２ 山林 １９７
5004 － 2022 － 0008 今治市上浦町盛 乙２８３ 山林 １２６
5004 － 2022 － 0009 今治市上浦町盛 乙３０３ 山林 ２７１６
5004 － 2022 － 0010 今治市上浦町盛 乙１１０８ 山林 ９８７
5004 － 2022 － 0011 今治市上浦町盛 乙１２８７ 山林 ２３９
5004 － 2022 － 0012 今治市上浦町盛 乙１３４０ 山林 ４３５
5004 － 2022 － 0013 今治市上浦町盛 乙１５９３ 山林 ４５８
5004 － 2022 － 0014 今治市上浦町盛 乙１８４５ 山林 ２３３
5004 － 2022 － 0015 今治市上浦町盛 乙１８６５ 山林 １６９７

手続番号 表題部所有者不明土地に係る所在事項



所有者等の探索の開始等について（お知らせ）

別紙に掲げる土地は、表題部所有者不明土地（表題部所有者不明土地の登記

及び管理の適正化に関する法律（令和元年法律第１５号）第３条第１項に規定

する表題部所有者不明土地をいう。）であり、同項に基づく当該土地の所有者

等の探索を行うので、お知らせします。

また、当該土地の利害関係人は、本日から同法第１５条第２項又は第１７条

後段の公告がされるまでの間、当該土地の所有者等（所有権又は共有持分が帰

属し、又は帰属していた自然人又は法人（法人でない社団又は財団を含む。）

をいう。）について、下記の提出先宛てに意見又は資料を提出することができ

ます。

令和４年５月２０日

松山地方法務局宇和島支局

登記官 松 浦 俊 文

記

意見又は資料の提出先

〒７９０－８５０５

松山市宮田町１８８番地６

松山地方法務局不動産登記部門

表題部所有者不明土地解消作業係

電話番号 ０８９－９３２－０８８８



別紙

地目 地積
5005 － 2022 － 0001 南宇和郡愛南町船越 ４２ 雑種地 ２４５
5005 － 2022 － 0002 南宇和郡愛南町船越 ２７９ 山林 ２９１
5005 － 2022 － 0003 南宇和郡愛南町船越 ２８２ 山林 ５１１
5005 － 2022 － 0004 南宇和郡愛南町船越 ３５４ 山林 ３３４
5005 － 2022 － 0005 南宇和郡愛南町船越 ５９１ 山林 ６５９
5005 － 2022 － 0006 南宇和郡愛南町船越 ６２７ 雑種地 ４・９３
5005 － 2022 － 0007 南宇和郡愛南町船越 ６６６ 山林 ５６９
5005 － 2022 － 0008 南宇和郡愛南町船越 ７０９ 山林 １３２
5005 － 2022 － 0009 南宇和郡愛南町船越 ７１０ 山林 １６４
5005 － 2022 － 0010 南宇和郡愛南町船越 ７１１ 畑 １３７
5005 － 2022 － 0011 南宇和郡愛南町船越 ７４４ 雑種地 ５・３１
5005 － 2022 － 0012 南宇和郡愛南町船越 ７７８ 宅地 ８・７１
5005 － 2022 － 0013 南宇和郡愛南町船越 ８２８－２ 宅地 ９２・４５
5005 － 2022 － 0014 南宇和郡愛南町船越 ８３１ 山林 ２４５
5005 － 2022 － 0015 南宇和郡愛南町船越 ９２６ 宅地 ２８７・５８
5005 － 2022 － 0016 南宇和郡愛南町船越 １０３４ 雑種地 ３・３２
5005 － 2022 － 0017 南宇和郡愛南町船越 １１６９ 雑種地 ３・６９
5005 － 2022 － 0018 南宇和郡愛南町船越 １１７１ 雑種地 ６・５０
5005 － 2022 － 0019 南宇和郡愛南町船越 １２７１ 宅地 ２５０・３０
5005 － 2022 － 0020 南宇和郡愛南町船越 １２７６ 宅地 １１７・２２
5005 － 2022 － 0021 南宇和郡愛南町船越 １２７８ 宅地 １９５・５１
5005 － 2022 － 0022 南宇和郡愛南町船越 １３８２ 墓地 ４３９
5005 － 2022 － 0023 南宇和郡愛南町船越 １３９４ 山林 １８６
5005 － 2022 － 0024 南宇和郡愛南町船越 １４５６ 山林 ２９４
5005 － 2022 － 0025 南宇和郡愛南町船越 １５００ 山林 ６１２
5005 － 2022 － 0026 南宇和郡愛南町船越 １５４１ 山林 ５１
5005 － 2022 － 0027 南宇和郡愛南町船越 １５７５ 山林 １５１３７
5005 － 2022 － 0028 南宇和郡愛南町船越 １５８１ 山林 ２１７
5005 － 2022 － 0029 南宇和郡愛南町船越 １５８７ 山林 ２１２８
5005 － 2022 － 0030 南宇和郡愛南町船越 １５９８－１ 雑種地 ６１４
5005 － 2022 － 0031 南宇和郡愛南町船越 １５９８－２ 雑種地 ５・２５
5005 － 2022 － 0032 南宇和郡愛南町船越 １６３０ 山林 ２０１８
5005 － 2022 － 0033 南宇和郡愛南町船越 １６３１ 山林 ９４２
5005 － 2022 － 0034 南宇和郡愛南町船越 １６３３ 山林 ９１
5005 － 2022 － 0035 南宇和郡愛南町船越 １６３４ 山林 １８４６６
5005 － 2022 － 0036 南宇和郡愛南町船越 １６５２ 山林 ３３１
5005 － 2022 － 0037 南宇和郡愛南町船越 １６５３ 山林 ４７６
5005 － 2022 － 0038 南宇和郡愛南町船越 １６５４ 山林 １６８

手続番号 表題部所有者不明土地に係る所在事項



別紙

地目 地積手続番号 表題部所有者不明土地に係る所在事項
5005 － 2022 － 0039 南宇和郡愛南町船越 １６６５ 畑 ３３
5005 － 2022 － 0040 南宇和郡愛南町船越 １６６６ 畑 １６９
5005 － 2022 － 0041 南宇和郡愛南町船越 １７０５ 山林 ３２
5005 － 2022 － 0042 南宇和郡愛南町船越 １７２２－１ 山林 ３４１
5005 － 2022 － 0043 南宇和郡愛南町船越 １７２２－２ 山林 ２０６
5005 － 2022 － 0044 南宇和郡愛南町船越 １７３２ 山林 ５７５
5005 － 2022 － 0045 南宇和郡愛南町船越 １７３６ 山林 ４８５
5005 － 2022 － 0046 南宇和郡愛南町船越 １７５１ 畑 ２１４
5005 － 2022 － 0047 南宇和郡愛南町船越 １７６２ 山林 ２８４
5005 － 2022 － 0048 南宇和郡愛南町船越 １７６６ 山林 ４７１
5005 － 2022 － 0049 南宇和郡愛南町船越 １８０７ 畑 ６２７
5005 － 2022 － 0050 南宇和郡愛南町船越 １８１４ 山林 ２７０８
5005 － 2022 － 0051 南宇和郡愛南町船越 １８１５ 山林 ５２７０
5005 － 2022 － 0052 南宇和郡愛南町船越 １８１７ 山林 ３３８
5005 － 2022 － 0053 南宇和郡愛南町船越 １８２１ 畑 １４７
5005 － 2022 － 0054 南宇和郡愛南町船越 １８３１ 山林 １０３８
5005 － 2022 － 0055 南宇和郡愛南町船越 １８３８ 山林 １４４０
5005 － 2022 － 0056 南宇和郡愛南町船越 １８４６ 山林 ６２０５
5005 － 2022 － 0057 南宇和郡愛南町船越 １８４７ 山林 ２８８
5005 － 2022 － 0058 南宇和郡愛南町船越 １８４９ 山林 ７８８
5005 － 2022 － 0059 南宇和郡愛南町船越 １８５６ 山林 １１１
5005 － 2022 － 0060 南宇和郡愛南町船越 １８５７ 山林 ７６００
5005 － 2022 － 0061 南宇和郡愛南町船越 １８５８ 山林 ８０７７
5005 － 2022 － 0062 南宇和郡愛南町船越 １８６７ 山林 ５４３０
5005 － 2022 － 0063 南宇和郡愛南町船越 １８６９ 山林 ２３２２１
5005 － 2022 － 0064 南宇和郡愛南町船越 １８７４ 山林 ４８３７３
5005 － 2022 － 0065 南宇和郡愛南町船越 １８８０ 山林 ５０１４３９
5005 － 2022 － 0066 南宇和郡愛南町船越 １８８１ 山林 ４４２


